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  謹んで 新年のお慶びを申し上げます。 

令和になり３回目の新年となる「寅年」。虎のような勢いで駆け抜けて、コロナを追い払う 1 年に

なることを願っておりますが、オミクロン株の感染が急速に進んでいます。これまでどおりの感染症

対策を徹底して行うとともに、少しでも体調に不安の時は、早めの休養と医療機関の受診を心掛

けて、健康な一年となりますように、気を付けていきましょう。 

さて、令和４年４月１日から、成年年齢が現行の２０歳から１８歳に引き下げられます。明治時

代から今日まで、日本の成年年齢は２０歳と民法で定められていました。この民法の一部が改正

され、令和４年４月１日から、成年年齢が１８歳にかわります。これによって、令和４年４月１日以

降に１８歳、１９歳の方は、新成人となります。 

成年に達すると、未成年の時と何が変わるのでしょうか？ 

民法が定めている成年年齢は「一人で契約をすることができる年齢」という意味と、「父母の親

権に服さなくなる年齢」という意味があります。成年に達すると、親の同意を得なくても、自分の意

思で様々な契約ができるようになります。例えば、携帯電話を契約する、クレジットカードを作る、

高額な商品を購入したときにローンを組むといったとき、未成年では親の同意が必要です。成年

に達すると、親の同意がなくても、こうした契約が自分一人でできるようになります。また、親権に

服さなくなるため、自分の住む場所、進学や就職などの進路なども、自分の意思で決定できるよ

うになります。また、女性が結婚できる最低年齢は１６歳から１８歳に引き上げられ、結婚できるの

は男女とも１８歳以上となります。１８歳１９歳で成人となっても、飲酒や喫煙、公営競技（競馬や

競輪など）は健康面への影響や非行防止、青少年等の保護の観点から、現状維持の２０歳から

です。「やったあ、今日から成人だ！！」と１８歳や１９歳でお酒を飲んだり煙草を吸ったりしてはい

けませんので、十分御注意下さい。 

成人するということは、社会で一人の大人として生きていくということです。特に普通科の皆さん

は、社会で一人の大人として生きていくための力を身に付ける準備をしています。成人するという

ことは、自分の行いを、自分自身で責任をとるということが増えることでもあります。成人される皆さ

んには、自身の言動に責任がもてる大人になってほしいと願います。 

「新成人の皆さん、成人おめでとうございます。」 

文京盲学校ホームページ 

http://www.bunkyo-sb.metro.tokyo.jp/site/zen/index.html 

お問い合わせは以下の電話番号へ 

「入学について」「見え方」など様々な御相談、御質問は代表電話へ 

０３（３８１１）５７１４ （特別支援教育コーディネーターまたは副校長） 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜研究研修部＞ 当事者の声に学ぶ ～特別支援教育研修会連続講座を実施～ 

 研究研修部は、教員の専門性維持向上を図る部署です。本年度から新たに企画実施してい

る視覚障害教育研修会について、御紹介いたします。（ＨＰも御参照ください。） 

本研修会では、オンラインで全国から参加者を募り、３回連続の講座として実施しました。 テ

ーマは「視覚障害者と点字の現在」とし、点字を使用している本校職員を講師として、点字との関

わりや点字への思いを対談形式で行いました。 

 第１回は「点字と私」のテーマで、点字使用歴の長い二人の教員が講師です。両手を使った点

字の読み書きの実演、点字表示端末を活用する一方で、紙に印刷した点字の大切さ、文字をも

つことの意義等、当事者ならではの説得力のある話でした。 

 第２回は「中途失明と点字」をテーマに、墨字から点字使用に切り替え、現在点字を活用して

いる二人の教員が講師です。最初は思うような速度で学習できなかったこと、慣れてからは目が

疲れることなく文字が読めることに喜びを感じたこと、嫌いだった読書が好きになったこと、音声と

の併用など、点字との様々な関わりについて自身の経験を踏まえた話でした。 

 オンラインでの実施は、遠隔地の方も参加しやすいというメリットがあり、各回とも５０名以上の参

加がありました。私も初期からの点字ユーザーですが、様々な話に触れ、大変学びの深い時間と

なりました。最終回は「私の文字処理法」をテーマに２月４日（金）に実施いたします。この会が校

内外の点字指導等、いろいろな場面での参考になればうれしく思います。 

文責 有馬    

＜寄宿舎＞ 

寄宿舎で学年を縦割りにした小集団に分かれて活動する取り組み、「青年期Ⅰ」「青年期Ⅱ」

の活動を紹介します。他学年との月１～２回の交流の場として親しまれています。回毎に、感覚

やコミュニケーションなど、テーマを決めて様々な活動をしています。 

青年期活動Ⅰでは、バスボム（入浴剤）に好きな色や香り付けをして感触を楽しみながら丸め

て作り、次の活動でお湯に入れて発泡と香りを感じながら足を温める体験をしました。 

青年期Ⅱでは、坊主めくりやテーマトークをしました。坊主めくりでは、あがり直前に坊主をめくっ

た友達の悲運に盛り上がったり、テーマトークでは「ごめんなさいがいえますか？」というお題の回

答に共感しあったりして、親交を深めました。                      文責 櫛田 

＜普通科＞   不易と流行・家庭総合の体験学習 

今年度も感染症の状況を見計らいながら、様々な体験学習を企画実施しています。５歳児と

の交流には隣接するテンダーラビング保育園見学や後楽幼稚園に伺わせていただきました。ま

たこの１年間で、①南米コロンビアの指組紐体験、②日本江戸の伝統工芸の組紐、③生け花、

④環境学習（SDGs）等の分野で地域の専門家を外部講師として学校にお招きしています。入学

当初は、教員以外の大人とのやりとりに緊張していた生徒が、次第に意欲的積極的な姿勢を見

せるようになりました。このような時代だからこそ、リアルに人と人がつながる学習機会を可能な限

り設定し、地域社会とのつながりや、教室や教科書にとどまらず、新たなことを知ったり、挑戦した

り、自分の中に新しい才能を見出したり、感動したり、周りの人に感謝したりし、頭と手と心を動か

す体験を積み重ねながら、成長しています。多方面から支えてくださる皆様に感謝申し上げま

す。                                               文責 石田  


